
（性別による権利侵害の禁止） 
第７条 何人も、家庭、職場、学校、地域社会等におい

て、女性に対する暴力を行ってはならない。 
２ 何人も、家庭、職場、学校、地域社会等において、

セクシュアル・ハラスメントを行ってはならない。 
 
（公衆に表示する情報に関する留意） 
第８条 何人も、公衆に表示する情報において、性別に

よる固定的な役割分担及び女性に対する暴力等を助長
し、及び連想させる表現並びに過度の性的な表現を行
わないように努めなければならない。 

 
（県の施策等） 
第９条 県は、本県の特性を踏まえ、男女共同参画を推

進するため、次に掲げる施策等を行うものとする。 
一 男女が共に家庭生活及び職業生活を両立すること

ができるように、その支援を行うように努めること。 
二 広報活動等の充実により、男女共同参画に関する

事業者及び県民の理解を深めるとともに、学校教育
をはじめとするあらゆる分野の教育において、男女
共同参画を促進するための措置を講ずるように努
めること。 

三 あらゆる分野における活動において、男女間に参
画する機会の格差が生じている場合、事業者及び県
民と協力し、積極的格差是正措置が講ぜられるよう
に努めること。 

四 審議会等における委員を委嘱し、又は任命する場
合にあっては、積極的格差是正措置を講ずることに
より、できる限り男女の均衡を図ること。 

五 女性に対する暴力及びセクシュアル・ハラスメン
トの防止に努め、並びにこれらの被害を受けた者に
対し、必要に応じた支援を行うように努めること。 

六 男女共同参画の取組を普及させるため、当該取組
を積極的に行っている事業者の表彰等を行うこと。 

七 民間の団体が行う男女共同参画の推進に関する
活動に資するため、情報の提供その他の必要な措置
を講ずること。 

八 男女共同参画の推進に関する施策の策定に必要
な事項及び男女共同参画の推進を阻害する問題に
ついての調査研究を行うこと。 

 
（埼玉県男女共同参画審議会） 
第10条 埼玉県男女共同参画審議会（第12条第3項に

おいて「審議会」という。）は、男女共同参画の推進に
資するために、次に掲げる事務を行う。 
一 知事の諮問に応じ、男女共同参画の推進に関する

基本的かつ総合的な施策及び重要事項を調査審議
すること。 

二 男女共同参画の推進に関する施策の実施状況に
ついて、必要に応じ、調査し、及び知事に意見を述
べること。 

 
（総合的な拠点施設の設置） 
第11条 県は、男女共同参画社会の実現に向けた施策を

実施し、並びに県民及び市町村による男女共同参画の
取組を支援するための総合的な拠点施設を設置するも
のとする。 

（基本計画の策定） 
第12条 知事は、男女共同参画の推進に関する施策を総

合的かつ計画的に推進するため、男女共同参画の推進
に関する基本的な計画（以下「基本計画」という。）を
策定するものとする。 

２ 基本計画は、次に掲げる事項について定めるものと
する。 
一 総合的かつ長期的に講ずべき男女共同参画の推

進に関する施策の大綱 
二 前号に掲げるもののほか、男女共同参画の推進に

関する施策を総合的かつ計画的に推進するために
必要な事項 

３ 知事は、基本計画を策定するに当たっては、県民の意
見を聴くとともに、審議会に諮問しなければならない。 

４ 知事は、基本計画を策定したときは、速やかにこれ
を公表するものとする。 

５ 前2項の規定は、基本計画の変更について準用する。 
 
（苦情の処理） 
第13条 知事は、県が実施する男女共同参画の推進に関

する施策若しくは男女共同参画の推進に影響を及ぼす
と認められる施策についての苦情又は男女共同参画の
推進を阻害する要因によって人権が侵害された場合の
事案について、県内に住所を有する者又は在勤若しく
は在学する者（次項において「県民等」という。）から
の申出を適切かつ迅速に処理するための機関を設置す
るものとする。 

２ 県民等は、県が実施する男女共同参画の推進に関す
る施策若しくは男女共同参画の推進に影響を及ぼすと
認められる施策について苦情がある場合、又は男女共
同参画の推進を阻害する要因によって人権を侵害され
た場合には、前項の機関に申し出ることができる。 

３ 第1項の機関は、前項の規定に基づき苦情がある旨
の申出があった場合において、必要に応じて、前項の
施策を行う機関に対し、説明を求め、その保有する関
係書類その他の記録を閲覧し、又はその写しの提出を
求め、必要があると認めるときは、当該機関に是正そ
の他の措置をとるように勧告等を行うものとする。 

４ 第1項の機関は、第2項の規定に基づき人権を侵害さ
れた旨の申出があった場合において、必要に応じて、
関係者に対し、その協力を得た上で資料の提出及び説
明を求め、必要があると認めるときは、当該関係者に
助言、是正の要望等を行うものとする。 

 
（年次報告） 
第14条 知事は、毎年、男女共同参画の推進状況及び男

女共同参画の推進に関する施策の実施状況を明らかに
する報告書を作成し、及び公表するものとする。 

 
（委任） 
第15条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定

める。 
 
   附 則 
 この条例は、平成12年4月1日から施行する。ただし、 
第13条の規定は、同年10月1日から施行する。 
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        彩の国 埼玉県  

 
  

男女共同参画社会づくりの総合拠点 

埼玉県男女共同参画推進センター 

愛称：With You さいたま（ウィズユーさいたま） 
 

 

  開 館 時 間 
  月～土曜日 9時30分～21時 
  日曜・祝日 9時30分～17時30分 
  休館日    12／29～1／3 
              施設点検日（毎月第3木曜日） 

  主 な 施 設 内 容  
  情報ライブラリー 
  交流サロン 
  相談室 
  セミナー室（有料） 
  授乳室、保育室のほか多目的トイレ 
  難聴者用補聴システムなども整備 

  事 業 内 容 
  情報収集・提供事業 
  相談事業 
  講座・研修事業 
  自主活動・交流支援事業 
  女性チャレンジ支援 
  調査・研究事業 
  被災者支援事業 

  所 在 地 
  〒330-0081 
  埼玉県さいたま市中央区新都心2-2 
  ホテルブリランテ武蔵野3・4階 

 TEL  048-601-3111（代表） 
 FAX 048-600-3802 
 E-mail  m013111@pref.saitama.lg.jp 
 URL https://www.pref.saitama.lg.jp/withyou/ 

 

 

 

 

ＪＲさいたま新都心駅より徒歩 5 分 

ＪＲ北与野駅より徒歩 6 分 

埼玉県のマスコット
「コバトン」「さいたまっち」 
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